
建
築
物
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
倒
壊

か
ら
地
域
を
守
り
ま
し
ょ
う

　
近
年
発
生
し
た
大
規
模
な
地
震
に
お

い
て
、
古
い
耐
震
基
準
で
建
て
ら
れ
た

建
築
物
や
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の

倒
壊
に
よ
り
大
き
な
被
害
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
建
築
物
や
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

の
倒
壊
は
、
人
や
物
に
被
害
が
及
ぶ
だ

け
で
な
く
、
避
難
や
救
助
活
動
の
妨
げ

と
な
り
被
害
を
拡
大
さ
せ
る
要
因
の
一

つ
に
も
な
り
ま
す
。

　
市
は
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
た
め
、
耐
震
診
断
や
木
造
住
宅

の
耐
震
改
修
、
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な

ど
の
撤
去
に
つ
い
て
、
そ
の
費
用
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
都
市
整
備
課

☎
21
‐
０
２
４
８

高枝切りチェーンソー高枝切りチェーンソー

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

　
農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
法
に
基
づ

き
、
農
地
の
利
用
状
況
を
把
握
す
る
た

め
、
市
内
全
域
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を

実
施
し
ま
す
。

　
調
査
は
、
10
月
初
旬
か
ら
下
旬
に
か

け
て
、
農
業
委
員
・
農
地
利
用
最
適
化

推
進
委
員
と
市
職
員
で
現
地
を
確
認
し

ま
す
。

　
農
家
の
皆
さ
ん
に
は
、
遊
休
農
地
の

所
在
な
ど
に
つ
い
て
お
聞
き
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
21
‐

０
２
２
６
／
各
地
域
局

９月 21日（火）～９月 30日（木）　令和３年秋の交通安全県民運動
　交通事故防止のためには、一人一人が交通ルールを守り、相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ち
を持って交通マナーを実践することが重要です。一人一人が「ゆずる・とまる・まもる」を心掛け、交通事故
を起こさない、また交通事故に遭わないよう気を付けましょう。
ス ロ ー ガ ン「思いやり　ゆとりは無事故へ　つづく道」
全国共通重点目標…�子どもをはじめとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保／夕暮れ時と夜間の事故

防止と歩行者の保護などの安全運転意識の向上／自転車の安全確保と交通ルール遵守の
徹底／飲酒運転などの悪質・危険な運転の根絶

岡山県の重点目標　�横断歩行者の保護／スピードダウンの励行／合図の徹底
市 の 重 点 目 標　高齢者などの夜光反射材活用の推進

問高梁市交通安全対策協議会（市民課）☎ 21-0254

高
枝
切
り
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を

貸
し
出
し
ま
す

　

市
道
な
ど
の
通
行
に
支
障
の
あ
る

雑
木
を
伐
採
す
る
た
め
の
高
枝
切
り

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
を
10
月
１
日（
金
）か
ら

貸
し
出
し
ま
す
。

対
象
者　
町
内
会
や
市
内
の
行
政
区
を

単
位
と
し
た
団
体
な
ど

申
し
込
み　
電
話
、
ま
た
は
来
庁
に
て

申
し
込
み
。
な
お
、
貸
出
時
に
使
用
申

請
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

高
梁
地
域
・
有
漢
地
域
で
使
用

建
設
課　
☎
21
‐
１
２
０
４

成
羽
・
川
上
・
備
中
の
各
地
域
で
使
用

西
部
土
木
事
務
所（
備
中
地
域
局
内
）　

☎
45
‐
４
５
１
０

※
貸
し
出
し
と
返
却
は
、
午
前
９
時
～

午
後
４
時
30
分（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
）に
受
け
付
け
ま
す
。

貸
出
期
間　
５
日
以
内

貸
出
料　

無
料（
燃
料
と
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
オ
イ
ル
は
貸
出
時
に
補
充
済
み
）

注
意
事
項　

①
足
元
が
不
安
定
な
場
所
な
ど
、
危
険

な
場
所
で
は
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

②
借
用
者
の
不
注
意
で
機
器
に
損
害
を

与
え
た
場
合
は
、
修
理
、
ま
た
は
費
用

弁
償
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
使
用

中
の
事
故
な
ど
に
つ
い
て
は
、
借
用
者

の
責
任
で
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

③
高
枝
切
り
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
が
故
障
し

た
場
合
は
、
予
約
済
み
で
あ
っ
て
も
貸

し
出
し
を
中
止
し
ま
す
。

④
営
利
目
的
の
貸
し
出
し
は
で
き
ま
せ

ん
。

問
建
設
課
☎
21
‐
１
２
０
４

8Ｒ3 (2021) ９月

川
柳
川
柳  　
　

年
輪
と

　
　

年
輪
と  

思
え
ば
皺
も

思
え
ば
皺
も  

気
に
な
ら
ず　
　

気
に
な
ら
ず　
　

妹妹せ
の
お

せ
の
お尾尾  

昌昌ま
さ
ま
さ
美美よ

し
よ
し
さ
ん
（
東
町
）

さ
ん
（
東
町
）


